
新しい公共支援事業の概要 
県民運動推進室 

事業名 新しい公共の場づくりのための提案型モデル事業【新規】 
１ 予算額 ２７，０００千円 
２ 現況・課題  地域の諸課題を解決するうえで，行政だけでは対応が十分でないケースも

あることから，ＮＰＯ等による「新しい公共」の活動により，良好で効率的

な公共サービスを提供していくことが必要となっている。 

３ 必要性・ 
ねらい 

 ＮＰＯ等の専門的なノウハウを活用しながら多様な主体との協働による

事業を推進し，「新しい公共」による取り組みの継続，発展の環境づくりを

進める。  
４ 事業内容 
（事業フロー，

年次別・全体計

画等） 

（１）選定要件 

  ・ 地域の諸課題解決に向けた先進的，モデル的な取り組みであること。 

  ・ 行政とＮＰＯ等多様な主体（概ね５団体以上）との協働による継続

的な取り組みであること。 

  ・ ＮＰＯ等に対する支援を主な目的の一つとすること。 

（２）募集テーマ 

①茨城県のイメージアップ／②水質浄化と環境保全／③地域活性化／ 

④東日本大震災への対応／⑤新しい社会的課題への対応／ 

⑥地域の災害対策／⑦地域の福祉活動 

（３）募集期間 

   平成２３年６月１日（水）～平成２３年７月１５日（金） 

（４）実施主体 

   行政とＮＰＯ等を含む協議体（概ね５団体以上，ＮＰＯ等と行政等が

連携して応募） 

（５）支援金額 

   一つの事業につき，3,000 千円程度（下限 100 万円，上限 1,000 万円） 

（６）審査・選定（平成 23 年 7 月下旬以降） 

   新しい公共支援事業運営委員会において審査・選定する。 

（７）事業実施 

   選定された団体に 80％を限度として事業費を交付し，事業を実施す

る。残額は事業終了後精算する。 

（８）進行管理 

   運営委員会による事業実施状況調査，指導等 

（９）事業報告，事業評価 

   実施主体は，事業終了後，１か月以内に事業報告書を提出する。 
   運営委員会は，報告書等をもとに第三者評価を行う。結果は国に報告

する。 
５ 参考事項 
（過去の実績，

他県の状況，関

連データ等） 

 

 


